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はじめに 
 
火山や複雑な海岸線等は、多くの地域で重要な観光資源となっているが、一

方で火山の噴火による溶岩流到達・降灰、地震による津波等災害が発生する地

域ともなっており、これらを観光資源としている地域においては、観光振興と

防災対策とを共存させることが不可欠である。 

また、これらの地域は、防災対策からは特に被災地域内の広域的連携が求め

られているにもかかわらず、一般的には都道府県境地帯にあるため、効果的な

連携がとりにくい状況にあり、発災時の域外からの応援の受け入れ、国の機関

との連携等に支障をきたすおそれがある。 

 

このような課題について、特に強く問題意識を有する富士箱根伊豆国立公園

を中心とする「Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏」（静岡県、神奈川県、山梨県）は、年間１億

２千万人を越す観光客が訪れるわが国有数の国際観光地であるが、平成15年に

東海地震に関する被害想定、東海地震対策大綱が発表され、平成16年６月には

富士山ハザードマップが発表されたところであり、富士山噴火や東海地震によ

り広域的な被害が生じる恐れがあるとともに、緊急に対策の検討を進めるべき

地域となっている。 

 

本調査では、広域的な連携・交流に大きな蓄積を残してきており、防災対策

と観光振興との融合についての問題意識を強く持っているＳ.Ｋ.Ｙ.広域圏を

モデル地域とし、当該圏域構成市町村からの課題の提示と連携しながら、 

 

 ①Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏における広域的な防災対策（内閣府） 

 ②観光地における先進的な防災対策構築のための指針作成（内閣府） 

 ③広域的な情報通信システム（総務省） 

 

に関する調査を行い、防災対策と観光振興とを融合する上での課題と広域的な

連携を構築する上での情報ネットワーク等に関する課題を抽出するとともに、

これを解決するための広域的整備方策として、防災と観光の共存に資する社会

資本整備（情報インフラ、交通インフラ、拠点整備等）推進に向けた国・地域

間の連携の在り方を検討し、全国における同種の地域における安全・安心の向

上に資することを目的としている。 

本報告は、①Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏における広域的な防災対策（内閣府）の調査に

よるものである。
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（１）Ｓ．Ｋ．Ｙ．広域圏の重点整備地域とモデルケーススタディ設定の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火山噴火による被害想定エリア 
 
 
土地分類基本調査図における火山地・火
山山麓地（火山防災地域） 

活火山（富士山、箱根山、伊豆東部火山
群） 

富士山ハザードマップ 他 
 

地震による被害想定エリア 
 
 
東海地震、神奈川県西部地震 
災害履歴 他 

主に火山・地震対策を必要とする地域 
 
①富士山麓地域 
②箱根外輪地域 
③伊豆中・北部地域 
 

主に地震対策を必要とする地域 
 
④駿河湾沿岸地域 
⑤峡南地域 
⑥丹沢・御坂地域 
⑦伊豆南部地域 

火山地・火山山麓地周辺 Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏全域 

重点整備地域区分の設定 

観光地（客）集積エリア 
富士箱根伊豆国立公園区域⇒ 

国道138号沿道地域 等 

各自治体の防災対策、防災・情報関連懸案プロジェクト
（提案・要望事項） 

各自治体の観光振興策、観光関連懸案プロジェクト 
（提案・要望事項） 

防災と観光の共存テーマの抽出 

モデルケーススタディの設定 

①東富士地域 

②富士五湖周辺地域 

③箱根山周辺地域 

④相模湾・酒匂川流域地域 

⑤伊豆半島北東部地域 

広域連携・交流の状況（事業、活動、組織、協定等） 

Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏・広域連携防災インフラの骨格構造モデルの検討 
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（２）重点整備地域とモデルケーススタディの概要 

 

重点整備

地  域 

モ  デ  ル 

ケーススタディ 
テーマ 

防災対策と観光振興の共存 

を図る上での課題代表例 

①東富士地域 

 

Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏の

中核軸・拠点 

３県広域防災・観光骨格軸としての国道

138号の整備強化と中核的広域防災・観

光情報センターの形成 

閉鎖・凍結された企業保養・研修施設、

リゾート開発地等の防災・観光利用 

別荘地の防災対策（別荘地間の連携等） 

大規模レジャー施設（富士スピードウェ

イやアウトレット）の防災対策 

富士山の自然・歴史資源を活用した道路

景観整備と避難路としての利用 

富士山麓 

②富士五湖周辺地

域 

交通手段の多様化 エコツアーガイドの火山学習、防災教

育・訓練 

エコツーリズム、登山の防災対策 

ビジターセンターの防災拠点化 

別荘地の防災対策（別荘地間の連携等） 

公共交通網の充実と防災利用 

富士山の自然・歴史資源を活用した道路

景観整備と避難路としての利用 

③箱根山周辺地域 リダンダンシーとパ

ーク＆ライド 

交通渋滞緩和のための観光地内パーク＆

ライドシステム 

道の駅の防災拠点化 

林道、農道の避難路としての利用 

環境にやさしい回遊型交通システムと防

災利用 

箱根外輪 

④相模湾・酒匂川流

域地域 

 

セーフティ拠点・コ

リドー 

防災利用と調和した海岸・河川景観整備 

グリーンツーリズム、ブルーツーリズム

の防災対策 

・先端的な研究拠点進出に伴う地域との

連携方策（産業視察観光等） 

伊豆半島 

 

⑤伊豆半島北東部

地域 

 

 

伊豆半島の結節・ゲ

ート拠点 

 

温泉医療拠点づくりと温泉地防災対策 

ブルーツーリズムの防災対策 

漁港・港湾・船舶を活用した海上交通ネ

ットワークと海上避難輸送拠点 
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（参考①）観光客数及び人口の実態と重点整備地域 
 
観光客数上位市町村 重点整備地域と 

モデルケーススタディ 

順

位 

市町村

名 

年間 
観光客数 

(千人) 

人口数 

(人) 

観光客数 
（年間） 
人口数 
 

（倍） 

観光客数
(1日当
り) 
人口数 
（％） 重点整備地域 モデルケーススタディ 

① 箱根町 19,271 14,687 1,312 360 箱根外輪 箱根山周辺地域 

相模湾・酒匂川流域地域 

東富士地域 

② 伊東市 10,738 74,487 144 40 伊豆半島 伊豆半島北東部地域 

③ 御殿場市 8,658 82,783 105 29 富士山麓 東富士地域 

箱根山周辺地域 

④ 熱海市 7,595 42,740 178 49 伊豆半島 伊豆半島北東部地域 

箱根山周辺地域 

⑤ 富士宮市 6,180 122,719 50 14 富士山麓  

⑥ 湯河原町 5,390 28,409 190 52 箱根外輪 相模湾・酒匂川流域地域 

箱根山周辺地域 

⑦ 小田原市 4,142 198,412 21 6 箱根外輪 相模湾・酒匂川流域地域 

箱根山周辺地域 

⑧ 沼津市 3,884 208,748 19 5 伊豆半島  

⑨ 下田市 3,544 27,559 129 35 伊豆半島  

⑩ 小山町 2,628 21,723 121 33 富士山麓 東富士地域 

箱根山周辺地域 

        

※ 富士山 

五合目 

2,274 281,947 8 2 富士山麓 河口湖・西湖周辺地域 

東富士地域 

※ 富士吉田 
・河口湖 

・三つ峠 

周辺 

7,794 78,980 99 27 富士山麓 河口湖・西湖周辺地域 

※ 本栖湖・精
進湖・西湖

周辺 

4,217 8,754 482 132 富士山麓 河口湖・西湖周辺地域 

※ 山中湖・忍
野周辺 

5,221 14,328 364 100 富士山麓 河口湖・西湖周辺地域 

東富士地域 

※山梨県は、市町村別観光客数のデータがなく、地域毎に計上されている 
※山梨県内の各地域の人口数は、該当市町村を次のように設定し、合計人口数を算出している。 
○富士山五合目地域：静岡県御殿場市、富士宮市、小山町、山梨県富士吉田市 
○富士吉田・河口湖・三つ峠周辺地域：富士吉田市、旧河口湖町、西桂町 
○本栖湖・精進湖・西湖周辺地域：旧足和田村、上九一色村、下部町 
○山中湖・忍野周辺地域：山中湖村、忍野村 
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（参考②）Ｓ．Ｋ．Ｙ．広域圏における広域的な防災対策のための想定災害の整理 
 

発生想定 
S.K.Y.広域圏内対

策地域 

S.K.Y.広域圏外も含む全被害エリ

アの主な人的被害想定 
備考（出典） 

東海地

震 

1854年に、南海トラフから駿河トラフま

で破壊の及んだ安政東海地震が発生。し

かし、1944年の東南海地震では、駿河ト

ラフ沿いが未破壊のまま取り残され、安

政東海地震発生後約 150年間の歪みが蓄

積していることから、駿河トラフ沿いに

大規模な地震が発生する可能性が高いと

考えられている。 

S.K.Y.広域圏全域 ＜被害最大想定（５時の発生の場合）

＞ 

死者約7,900人～約10,000人（うち、

神奈川県約10人～約20人、静岡県約

7,100人～約8,800人、山梨県約200

人）、重傷者約15,000人、要救助者約

4,2000人 

 

東海地震に係る被害想

定結果について平成１

５年３月１８日中央防

災会議「東海地震対策専

門調査会」事務局（内閣

府（ 防災担当） ） 

東 南

海、南

海地震 

プレート境界型地震である東南海、南海

地震については、歴史的に見て 100～150

年間隔でマグニチュード８程度の地震が

発生しており、最近では昭和19年及び21

年にそれぞれ発生してる。このことから、

今世紀前半にも極めて大規模な地震・津

波被害が発生する恐れがある 

東南海で、駿河湾を

中心とした市町村に

おける震度５弱の影

響、東南海、南海で

伊豆半島および駿河

湾で 1～3ｍ程度の津

波が想定される。 

＜被害最大想定（５時の発生の場合）

＞ 

死者約11,900人～約17,400人（うち、

神奈川県：わずか、静岡県約1,400人

～約1,500人、山梨県：わずか）、重

傷者約20,900人、要救助者約39,300人 

中央防災会議「東南海、

南海地震等に関する専

門調査会」（第１０回）

東南海、南海地震の被害

想定について平成１５

年４月１７日中央防災

会議事務局 

南関東

地域地

震 

わが国の政治・行政の中枢機能や経済産

業活動が集中している南関東地域直下に

おいて、マグニチュード 7クラスの地震

発生の切迫性が指摘されている。 

神奈川県西部および

神奈川県境周辺の山

梨県、静岡県の一部

地域 

相模湾を震源域として関東大地震ク

ラスの地震が発生したとき、東京・埼

玉・千葉・神奈川の１都３県の被害は、

最悪のケースの冬の夕方の場合、死者

が１５万人、負傷者が２０万人にのぼ

る（神奈川県では、約 16,000名の死

者、約 65,000名の負傷者の発生が想

定。負傷者のうち緊急手術や入院加療

を要する重傷者は、約6,400名と想定

される。避難所への避難者は、全県で

発生して、約1,100,000人が想定され

る。） 

「南関東地域地震被害

想定調査の結果」１９８

８年１２月６日中央防

災会議資料 

平成１１年３月に『神奈

川県地震被害想定調査 

報告書』 

神奈川

県西部

地震 

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町を

中心に震度６強以上の揺れが想定され

る。また、県西部（平塚市、伊勢原市以

西）でも震度６弱が想定され、県西部の

山地や相模川以東では震度５以下の揺れ

が想定される。 

神奈川県西部 ・全県で約600名の死者、約5,100名

の負傷者の発生（負傷者のうち緊急

手術や入院加療を要する重症者は、

約670名） 

・避難所への避難者は、全県で発生し

て、約41,000人が想定 

・通勤、通学、買い物客等の帰宅困難

者は、約16,000人と想定 

・観光客の帰宅困難者は、最大約

127,000人が発生することが想定 

平成１１年３月に『神奈

川県地震被害想定調査 

報告書 

神縄・

国府津

―松田

断層帯

地震 

同断層帯とその海域延長部を震源域とす

るマグニチュード 8クラスの地震。現在

を含む今後数 100年以内に発生する可能

性があるとされている地震で、地震学上

未解明な点が多いことから地震モデルが

示されていない。 

神奈川県内全域で震

度 6強以上の揺れが

想定（他県への影響

は未想定） 

・南関東地震を上回る本県最大の激甚

災害になる可能性があり 

 

平成１１年３月に『神奈

川県地震被害想定調査 

報告書 

富士火

山噴火 
富士山ハザードマップ検討委員会により

富士山が噴火した時に、いつ、どのよう

な現象が、どの範囲まで到達するかを示

した火山ハザードマップの作成が、最も

基礎的な資料として想定された。 

山頂を中心に、最終

的には 6ｋｍ～25ｋ

ｍの範囲への溶岩の

到達、北西―南東方

向への最大20km弱の

噴石、東部を中心と

した降灰は、神奈川

県西地域周辺は 30cm

の降灰は想定されて

いる。 

＜宝永噴火による被害想定結果のう

ち被害程度が最も高い梅雨期の場合

＞ 

・噴石等死傷者：被災地域内人口約

13,600人 

・全壊する家屋からの避難：約 5,600

～約7,800人 

・目･鼻･咽･気管支の異常等健康障

害：約1,250人 

富士山ハザードマップ

検討委員会報告書平成

１６年６月 

箱根火

山噴火 
箱根火山は、今からおよそ50万年前に噴

火を始めた活火山であり、箱根町では、

箱根火山の活動が活発になった時に備え

て、箱根火山で起こりそうな現象と、危

険が予想される区域を想定した。 

箱根町 ・具体的な被害想定はなされていな

い。 

箱根町火山防災マップ

平成１６年３月箱根町 
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１.広域避難に関する調査の概要 

◆ 避難路・避難地のあり方（ネットワークと配置） 

新潟県中越地震では、各地で道路が寸断され、集落が孤立し、山古志村

では村民をヘリで救出したといった事態が見られた。また、谷間集落の自

然ダム化等、降雨による２次災害への対応の重要性も指摘された。 

S.K.Y.広域圏では、緊急輸送路や避難路が指定されているものの、観光

客等による渋滞により非常時の機能に不安が指摘されるととともに、土地

の起伏も激しいため、防災拠点やヘリポートの重要性が指摘されるととも

に、二次災害防止への対応も重要といえる。 

平成16年6月「社会資本の整備に関する世論調査」によると、前回の調

査結果と比較し「避難地（場所）又は避難経路を知らない」（18.4％→23.1％）

と答えた者の割合が上昇しており、国民的意識の低下が見られる。全国及

び各国からの来訪客を有する S.K.Y.広域圏では、地域生活者とともに来訪

者への危機意識の醸成や防災情報の明確化が必要といる。また、2004年の

浅間山噴火の際に、住宅地から離れた閑静な別荘地区では、防災無線など

が十分でなく、自治体からの避難情報が十分に伝わらないなどの苦情が相

次ぎ、自治体などが防災体制の見直しを進めている（2004.9.16読売新聞）

との指摘もあり、S.K.Y.広域圏においても非常に多い半定住者も含めた地

域の共助体制づくりが重要な課題といえる。 

こういった背景を踏まえ、S.K.Y.広域圏における、各ケーススタディ地

域評価(課題)図～観光及び生活拠点における危険箇所～について、市街地

や別荘地、観光関連拠点の動向の分布に概略の危険度分布を重ね合わせ、

圏域の状況把握を行った。（内容については本調査報告書の「３．防災意識

の普及・啓発に関する調査」参照） 

また、避難路・避難地のあり方（ネットワークと配置）として、 

 

①Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏 の骨格構造概念図 

～「道の駅」「街の駅」「海の駅」地域防災拠点ネットワーク構造の構築～ 

 

をひとつのモデルとして示し、「道の駅」「街の駅」「海の駅」の施設イメ

ージの検討を行ったとともに、 

 

②観光と防災に係る広域連携・交流の拠点構造 

 

の検討を行った。 
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①.Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏 の骨格構造概念図 

 
  ―「道の駅」「街の駅」「海の駅」地域防災拠点ネットワーク構造の構築― 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
情報提
供端末 

 
情報提
供端末 

 
情報提
供端末 

危機管理センター 
(基幹的広域防災拠点) 
－御殿場市周辺－ 

広域防災拠点 
－富士吉田市周辺－ 

地域防災拠点 
(道の駅) 

地域防災拠点 
(道の駅) 

地域防災拠点 
(道の駅) 

地域防災拠点 
(街の駅) 

地域防災拠点 
(街の駅) 

地域防災拠点 
(街の駅) 

地域防災拠点 
(海の駅) 

地域防災拠点 
(海の駅) 

富 士 箱 根 

伊 豆 

道の駅ネットワーク 街の駅ネットワーク 
(地域イントラネット) 

海の駅ネットワーク 

広域防災拠点 
－小田原市周辺－ 

 
避難経路 
伝達 

防災員 
(情報提供端末) 

 
災害
情報
伝達 

住民 
観光客 

避難経路 

避難
誘導 

地域防災拠点 
(海の駅) 

国道138号、国道246号 
東名・第二東名自動車道、伊豆縦
貫自動車道 等 

国道1号、国道135号 
伊豆湘南道路、西湘バイパ
スの延伸 等 
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②.観光と防災に係る広域連携・交流の拠点構造 
 

観光と防災に係る広域連携・交流の拠点構造として、既存の神奈川県、静岡

県、山梨県の既存の拠点とのネットワーク化を前提とし、S.K.Y.広域圏内に防

災拠点を新たに設定を行う必要がある。 

 
□防災拠点の基本的考え方 

広域防災拠点は、司令／調整／被災者対応の３種類の拠点として、以下様な

整理が出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 拠点種別 拠点

数 

位置付け 

1 基幹拠点施設 1 S.K.Y.広域圏の司令本部機能を有し、広域災害の統括指揮を行う 

2 広域拠点施設 2 基幹拠点を補完し、地域拠点との間で物流・支援要員調整を行う 

3 地域拠点施設 多 避難してきた観光客の一次集合場所として利用する 

本部機能充実 

観光客向け 
機能充実 

基幹 
拠点施設 

 地域拠点との 
物資・要員支援調整 

 被災者に対する避難場所提供 

災害情報提供 

認定防災員 
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□各ゾーンに必要な施設 

Ｓ．Ｋ．Ｙ．広域圏では、主に被災者の集約拠点（地域拠点）および圏外へ

の脱出拠点（広域拠点）の２点が必要であると考え、前項のゾーニングと観光

客分布をもとに観光客数が多く滞留する地域に広域拠点を配置し（山北ゾーン

は観光客数が少ないため直接圏外へ脱出すると仮定）、地域拠点は災害発生時の

主要避難路となる国道沿いの２０ｋｍ間隔（※１）に存在する道の駅とするこ

とが適当である。 

8

7

6

5

4

3

2

1

N

o
収　容　施　設

・広域拠点（小田原市）39 小田原・湯河原

・道の駅（新設の地域拠点） ※２6 南足柄
小田原

観光客数

（千人）
名称

8 

9 

115 

11 

21 

32 

山北・丹沢

裾野

御殿場・箱根

小山

山中湖・忍野

富士吉田・河口
湖・西湖

エリア

・道の駅　山北山北

・道の駅（新設の地域拠点） ※２

・危機管理センター・国営広域防災

　公園（御殿場市）

・道の駅　箱根峠（箱根町）

・道の駅（新設の地域拠点） ※２

・道の駅　須走

・道の駅　ふじおやま

・道の駅（新設の地域拠点）※２

・広域拠点（富士河口湖町）

・道の駅　かつやま（富士河口湖町）

・道の駅　富士吉田（富士吉田市）

東富士

富士吉田

・河口湖

ゾーン名

8

7

6

5

4

3

2

1

N

o
収　容　施　設

・広域拠点（小田原市）39 小田原・湯河原

・道の駅（新設の地域拠点） ※２6 南足柄
小田原

観光客数

（千人）
名称

8 

9 

115 

11 

21 

32 

山北・丹沢

裾野

御殿場・箱根

小山

山中湖・忍野

富士吉田・河口
湖・西湖

エリア

・道の駅　山北山北

・道の駅（新設の地域拠点） ※２

・危機管理センター・国営広域防災

　公園（御殿場市）

・道の駅　箱根峠（箱根町）

・道の駅（新設の地域拠点） ※２

・道の駅　須走

・道の駅　ふじおやま

・道の駅（新設の地域拠点）※２

・広域拠点（富士河口湖町）

・道の駅　かつやま（富士河口湖町）

・道の駅　富士吉田（富士吉田市）

東富士

富士吉田

・河口湖

ゾーン名

 

 

（※１）２０ｋｍ間隔：人間が一日に歩けると推定される距離（時速４ｋｍで約５時間かかる）。 

（※２）新設の地域拠点：２０ｋｍ間隔に道の駅が存在しないため、新たに道の駅を設置することが望ま

しい。 
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□広域災害における避難イメージ 

災害発生時、各地域に滞留する観光客は、はじめにゾーン内の地域拠点まで

避難する。広域拠点での避難指示・食料等の支給を受け、基幹拠点／広域拠点

へ移動した上で、陸海空路で圏外への脱出を行う。 

圏
外

小山

南足柄

裾野

御殿場・箱根

山中湖・忍野
山北・丹沢

富士吉田・
河口湖・西湖

小田原・湯河原

陸路
で脱

出

海路で脱出５Km

富士吉田・河口湖ゾーン

山北ゾーン

東富士ゾーン

凡例

小田原ゾーン

：地域拠点（道の駅（既存））

：地域拠点（道の駅（新設））

：基幹拠点（危機管理センター）

：広域拠点

陸路で脱出

：観光客の移動（地域拠点へ）

：観光客の移動
（基幹拠点／広域拠点へ）

空路で脱出

 

 

□救援物資の輸送イメージ 

港から陸揚げされた救援物資の輸送は、各ゾーンの基幹拠点／広域拠点に一度

集配し、再度各地域拠点への集配を行う。

圏
外

５Km

海路からの救援
物資輸送

富士吉田・河口湖ゾーン

山北ゾーン

東富士ゾーン

凡例

小田原ゾーン

：地域拠点（道の駅（既存））

：地域拠点（道の駅（新設））

：基幹拠点（危機管理センター）

：広域拠点

：救援物資の輸送
（基幹拠点／広域拠点への輸送）

：救援物資の輸送（地域拠点への輸送）

南足柄

※上記は、モデル的に検討したものであって、計画として担保されたものではない。 

 

※上記は、モデル的に検討したものであって、計画として担保されたものではない。 
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□相模・伊豆沿岸コリドールインフラネットワークの検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

首都圏３千万人 相模・伊豆の地域構造とネットワーク模式図 

修善寺 伊 東 

熱 海 三島 
函南 

稲 取 

沼 津 

土 肥 

松 崎 河 津 

下 田 
南伊豆 

西
伊
豆 

東
伊
豆 

中
伊
豆 

海の駅航路 海の駅航路 

至久里浜港等 至清水港等 

真 鶴 小田原 

海上防災通信ﾈｯﾄﾜｰｸの整備 

条件不利地域 

豊かな観光資源（海・山・温泉・気候） 

東海地震・伊豆東部火山

道の駅 

海の駅 

街の駅 

海の駅を中軸とした道の駅・街の駅

の防災と観光ネットワーク化 

伊豆半島は、半島振興法に基づく中山間地域として、地

形上も交通上も極めて厳しい条件下にある。  
従って、交通条件の改善は、伊豆半島の振興にとって最

重要課題となっている。交通条件を改善するに当たって

は、半島の基幹的な拠点構成（海の駅・道の駅・街の駅）

を明確化した上で、相模湾とのネットワーク化を図ること

が重要である。 

相模・伊
豆沿岸コ
リドール 

相模 

相模・伊豆沿岸コリドール 

海の駅：港湾・漁港の他、ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ、ﾏﾘﾝｾﾝﾀｰ、船溜まり等 

※上記は、モデル的に検討したものであって、計画として担保されたものではない。 
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□防災協定にもとづく指揮命令体制について 

S.K.Y.広域圏防災協議会は、防災協定にもとづいて、被災地全体に関わる広

域的な災害応急対策の総合調整を行う。 

国

被災者（観光客等非居住者）

被災者救護

自衛隊 派遣要請

連携連携

参集

被災者（住民）

派遣

市町村

首長首長

防災課防災課

市町村

首長首長

防災課防災課

避難勧告／避難指示

情報提供

地域拠点　
（道の駅）　　

地域拠点　
（道の駅）　　

避難誘導

認定防災員認定防災員

避難誘導指示

内閣総理大臣内閣総理大臣

総合政策局、国土計画局、
都市・地域整備局、河川局、道路局、
国土地理院火山噴火予知連絡会、
気象庁地震火山部...

・・・

参集

防災担当大臣防災担当大臣

非常災害対策本部非常災害対策本部

陸上自衛隊東部方面隊

情報通信政策局、
消防庁防災課...

警備局...運用局... 研究開発局...

防衛庁 国交省 総務省 警察庁文科省

内閣府防災担当

協定にもとづく S.K.Y.広域圏防災協議会 （仮称）

市町村の首長市町村の首長

代表市町村の首長代表市町村の首長代表市町村の首長代表市町村の首長
非常災害現地対策本部非常災害現地対策本部

 

 

S.K.Y.広域圏防災協議会 （仮称）： 

S.K.Y.広域圏防災協定にもとづき、非常災害現地対策本部、圏域市町村の首

長が参集し、被災地全体に関わる広域的な災害応急対策の総合調整を行う。 

 ・災害情報、広域支援に関する情報の集約・分析・提供 

 ・物資・人員の配分調整 

 ・広域搬送手段の確保・配分調整   等 

市町村：S.K.Y.広域圏防災協議会の決定にもとづき、避難勧告／避難指示を出

して住民を避難させる。 

認定防災員：S.K.Y.広域圏防災協議会の指示にもとづき、被災者を避難誘導する。 
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２．広域防災の拠点整備に関する調査の概要 
 

◆ 広域防災拠点とは 

 

広域防災拠点施設の実態及び考え方について、「広域防災拠点が果た

すべき消防防災機能のあり方に関する調査検討会報告書（平成15年3月）

総務省消防庁」をもとに、以下の様に整理できる。 

 

○防災拠点の定義 

 防災拠点は、平常時には防災に関する研修や訓練の場や地域住民の憩

いの場などとなり、災害時には防災活動のベースキャンプや住民の避難

地となるもので、通常、その役割と規模に応じ、 

・コミュニティ防災拠点（町内会や自治会の単位） 

・地域防災拠点（小中学校区単位） 

・広域防災拠点 

の３つの種類が考えられる。 

 

広域防災拠点は、災害時に広域応援のベースキャンプや物資の流通配

給基地等に活用されるもので、概ね都道府県により、その管轄区域内に1

箇所ないし数箇所設置されるものである。 

 一方で、国の都市再生プロジェクトの一つとして内閣府を中心に基幹

的広域防災拠点の整備検討がなされているが、これは、国の現地対策本

部が置かれ、複数の被災都道府県や指定公共機関等の責任者が参集し、

広域的オペレーションの中核となる大規模で機能の特に充実した広域防

災拠点の一つと考えられる。 
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○広域防災拠点の果たすべき機能 

 広域防災拠点の果たすべき機能として災害時・平常時において以下の

様に整理できる。 

 

□災害時の機能 

・災害対策本部またはその補完機能 

・広域支援部隊等の活動要員の一時集結・ベースキャンプ機能 

・災害医療活動の支援機能 

・備蓄物資の効果的供給機能 

・救援物資の中継・分配機能 

・海外からの救助活動要員の受け入れ機能 

・海外からの救援物資の受け入れ機能 

（なお、広域防災拠点は、その性格上、都道府県に１ないし数箇所の

設置が考えられていることから、基本的には住民の避難地としての

機能は本検討会では想定しないこととし、各避難地の統括・調整を

行うものとして考えることとした。） 

 

□平常時の機能 

・広域支援部隊等の研修・訓練機能 

・防災に関する市民等への教育･育成機能 

・防災研究開発機能 

 

 

○平常時の訓練機能 

広域防災拠点において、平常時行われる訓練機能として、以下が整理

できる。 

 

□広域防災拠点で実施が期待される訓練 

・都道府県内の広域応援訓練 

・広域緊急援助隊及び他の防災機関（自衛隊、海上保安庁等）と連携

した合同集合訓練 

・広域緊急援助隊及び他の防災機関（自衛隊、海上保安庁等）による

災害図上訓練 

・多数傷病者の発生を想定した大規模応急救護所の設置・運用等の訓

練 

・多数傷病者の発生を想定した救出訓練 
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・緊急消防援助隊の集結訓練及び受け入れの部隊運営訓練から実際の

活動までの総合的な訓練 

・数台以上のポンプ車を連結させた吸水・長距離送水訓練 

・ヘリコプター及び消防艇での緊急物資搬出・搬入訓練 

・ヘリコプターを用いる消防隊、救急隊及び救助隊の救出訓練 

・空中消火等のヘリコプターと地上部隊との連携訓練 

・大規模な座屈建物や瓦礫からの救助訓練 

・市民、企業、市町村職員、消防団員等が対象の個別及び総合的な訓

練・研修 

 

□訓練を実施するために必要となる施設、設備 

・無線基地局 

・緊急消防援助隊動態情報システム 

・地方公共団体の災害対策本部、国の関係機関と連絡するための情報・

通信機器 

・多数のヘリコプターが離発着できる場所と駐機できるエプロン施設 

・山岳救助・水難救助等にも幅広く対応できる訓練施設 

・倒壊家屋（木造、耐火等）訓練施設 

・BC 災害等の訓練施設 

・救助・救出及び火災防御訓練の可能な訓練施設 

・多種類の被害（コンビナート、鉄道、トンネル等の特殊災害）を想

定した訓練が可能な訓練施設 

・大規模消防水利施設 

・夜間照明施設 

・ヘリコプター及び車両の燃料備蓄施設 

・消防艇の接岸施設 

・緊急消防援助隊受け入れ時の部隊運営訓練ができる作戦室 

・パーティションフリーの多目的室 

・ロールプレイング式訓練が行える設備 

（ハードウエアとソフトウエア） 

・市民に対する防災研修の場となる施設 

（視聴覚設備、消火・避難・救急訓練等を実施できる設備） 

・自主防災組織を育成するための施設 

・訓練に適した多目的広場（消防車両や重機が進入可能であること） 
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○S.K.Y.広域圏のような行政区域を越えた広域防災活動の実現へ

の方策 

 

現行の地域防災計画では、行政域を越える大規模災害に対し、被災地

方公共団体や周辺地方公共団体が連携した具体的な対応計画に関しては

あまり検討がなされていない。 

今後、国の現地対策本部の設置が想定される基幹的広域防災拠点の整

備を意識しつつ、広域防災拠点相互の連携ネットワークの構築に向けて

リダンダンシーやリスク分散に配慮し、各都道府県の広域防災拠点の位

置や規模、機能等の情報を都道府県間で共有することなど、以下の共通

課題意見を解決する様な拠点づくりが望まれる。 

 

□広域防災活動支援のための広域防災拠点に関する共通的課題 

 「広域防災活動支援のための広域防災拠点」について各構成地方公共

団体からの意見をもとにまとめた共通的課題は以下が整理されている。 

 

・オープンスペースの確保 

・広域防災拠点における防災情報の共有化の実現 

・広域防災拠点を活用した緊急消防援助隊の機能充実のための仕組み

の検討 

・災害ボランティア活動支援のための環境整備 

・公用・公共用施設整備等に当たっての留意点 

（法令等による義務付けや国による財政支援等の充実等） 

・圏域内における定期的な協議の実施 
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○基幹防災拠点のモデル検討／御殿場市：迎賓館機能を有する「S.K.Y.

危機管理センター構想（国際交流公園整備構想）」 

 

  上記検討に基づき、通常時は観光等、災害時は防災の拠点となる施設の

満たすべき機能、条件の整理として S.K.Y.広域圏での具体的モデルの検討

を行った。 

 

S.K.Y.広域圏における中心性、富士と箱根に挟まれた拠点的位置性等よ

り、当地域には合同現地対策本部の必要性（S.K.Y.危機管理センター、広域

避難シェルター）が大きく、 

 

・日本を代表する観光地である「富士」と「箱根」の中間に位置すること

による、国際的来賓を迎える拠点としての機能 

・S.K.Y.広域圏における、広域拠点的な防災指令機能 

・富士及び箱根が被災した場合の、自衛隊との連携による定住者、半定住

者、交流者の強力な避難拠点機能 

・富士箱根伊豆国立公園の美しい自然環境に育まれた平時の国民的癒しの

拠点機能 

 

等について協定等による総合的推進が望ましい。 
 

具体的には、東富士地域基盤整備計画策定業務において提案された以下

の事項を取りあげた。 
 
・(財)機械システム跡地周辺への迎賓館・危機管理センター等機能等 

 

・市民「健康」の森・避難所等機能、Ｒ１３８新「道の駅」・防災地域拠点

機能 
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□危機管理センターについて 
危機管理センターは、広域連携防災の基幹拠点として、情報収集、情報分析、意思決定、

指揮命令、情報配信等を行うための設備を備えている。その他、センター内に防災訓練施

設を有しており、平常時の認定防災員を対象とした災害対応訓練も行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※その他、地下に電力室を備えており、停電対策として無停電電源設備、非常用発電設備

も設置している。  

① 災害対策本部室 

② 災害対策室 

④ ＡＶ操作室 

③ 報道機関室 

⑥ 情報処理機械室 

⑤ 情報システム室 

フロア面積 
１０００㎡ 

フロア面積 
１５００㎡ 

フロア面積 
６００㎡ 

フロア面積 
６００㎡ 

・Ｓ．Ｋ．Ｙ．広域圏防災協議会メ

ンバー 

・災害発生時において、災害対策本部会議を開催する。 
・現地被災状況に対して、避難方針や救援方針について意

思決定を行い、災害対策室に指示する。 
・国の防災担当者 

・市町村の防災担当者 

・自衛隊連絡担当者 
・災害発生時において、広域／地域拠点などに配置された

認定防災員や関係機関との連絡、調整を行い現地被災情

報を収集する。 
・収集した災害情報の分析を行う。 
・災害対策本部室の指示に基づき、認定防災員や関係機関

へ具体的対処方法を伝達する。 

・危機管理センターの職員 

・災害対策本部室および災害対策室の各種ＡＶ設備（大型ス

クリーン、表示盤、スピーカ、マイクなど）の制御を行う。 

・報道機関関係者（新聞社、テレ

ビ局） 

・災害発生時における記者発表を行う。 

・情報システムや通信システムの端末等を設置し、制御、監

視を行う。 

・情報システムや通信システムのサーバー等を設置する。 

① 災害対策本部室 

② 災害対策室 

④ ＡＶ操作室 

③ 報道機関室 

⑤ 情報システム室 

⑥ 情報処理機械室 
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３．防災意識の普及・啓発に関する調査の概要 
 

 

◆ 「防災・観光」に関する企業アンケート（企業一般）の結果まとめ 

 
 
○回答企業 
 

富士箱根伊豆地域圏（S.K.Y.広域圏）内に工場、店舗、事業所等を有する

企業122社に郵送にてアンケートをお願いしたところ、以下の23社の回答が

得られた。うち神奈川県10社、静岡県６社、山梨県７社と、各県で比較的近

い数の回答が得られた。 

 

 回答企業の業種を見ると、製造業が最も多く12社で、うち具体的な業種の

内容としても様々な回答が得られた。続いて運輸・公益事業関係が２社で、

あとは異なる業種に分散しており、幅広い業種からの回答を得ることが出来

た。静岡県の回答企業が、すべて製造業であるのに対し、山梨県の回答企業

は製造業に属するものがない。神奈川県では製造業が多いものの一部その他

業種からの回答が得られるといった特徴がある。 
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○「防災・観光」に関する企業アンケート（企業一般）の総括 
 

・企業が立地する上での当地域の魅力は「自然資源が豊富」、「東京・名古屋

へのアクセスが容易」への回答が多いことが特徴 

 

・行政の発行している防災マップとして「富士山ハザードマップ」「東海・東南

海地震の被災想定」の認知度は高い。 

 

・防災に関する協定については「締結していない」が最も多い。 

 

・防災対策のあり方について「もっと県や市町村が主体的に取り組むべき」と

いった回答が非常に多く、具体的内容として「行政と企業との協働が必要」

との意見が見られる。 

 

・当地域に観光客が多いことについて「企業活動へ良い影響がある」、「特に関

係ない」といった回答が同規模で多く、「企業活動へ良い影響がある」の理

由としては、「観光とセットで工場見学が多い」、「知名度のアップにつながる」

等といった内容が見られた。 

 

・海外からの従業員（スタッフ）や視察者として、期間従業員、正社員、定期的海

外視察者の国籍を見ると、いずれも「中国」があがり、関係の深さが伺える。 

 

・観光振興のあり方について「もっと県や市町村が主体的に取り組むべき」と

いった意見が多く、具体的には、「フィルムコミッション等に力を入れる」等

の意見が見られる 

 

・本地域で感じられる情報システム上の課題について「防災情報を発信してい

るサイト（ホームページ）が少なく感じる」が最も多い 

 
・情報の地域公共ネットワークの整備促進による利便性向上について「情報の

地域公共ネットワークの整備が進んでいるとは思えない」といった回答が圧

倒的に多い。 
 
・当地域のような観光客が非常に多い地域での防災対策として特に重要な対策

として「道路インフラの拡充」が最も多く、次いで「情報インフラの拡充」

と「防災拠点となるような公園等施設」が多くなっている。 
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◆ 住民・観光客等への防災意識普及方策の検討 

住民・観光客等への防災意識普及方策について、これまでの検討を踏まえ、

以下の様な点が指摘できる。 
 
 
○地域の企業や住民への防災マップ「富士山ハザードマップ」「東海・東南海地

震の被災想定」の認知度の向上は見られるため、今後、観光客への認知度の

向上について「道の駅ネットワーク」等を通じ推進を図る。 

 

○地域の防災対策のあり方について「行政と企業との協働」とともに現状では

少ない「ＮＰＯ」の充実を図る。 

 

参考）『地域安全』『災害救援』を活動分野としているNPO（特定非営利活動法人）団体 

●神奈川県 なし 
●山梨県 なし 

特定非営利活動法人 
まちづくりトップランナーふじのみや本舗 

静岡県富士宮市大宮町８番２
号 

特定非営利活動法人エコハウス御殿場 静岡県御殿場市川島田１４４
６番地の１０ 

特定非営利活動法人グラウンドワーク三島 静岡県三島市一番町１１番６
号 

特定非営利活動法人ピュアサポート・カウン
セリングふじ 

静岡県富士宮市宮原９８番地 

特定非営利活動法人リベラヒューマンサポ
ート 

静岡県三島市本町９番３号 

静● 岡県 

特定非営利活動法人福祉活動芸能人協会転
ばぬ先の杖の会 

静岡県御殿場市西田中２０４
番地の１ 

 

○東アジア国籍を中心とした日本在住の企業の従業員（スタッフ）や視察者との交

流の促進や、これら企業の従業員（スタッフ）との連携による、「安全で安心な

国際観光交流の充実」を図る。 

 

○防災情報を発信している「サイト（ホームページ）」について、参考※のよ

うな国や自治体の様々なサイトの効率的リンクと充実化を目指すとともに、

「地域公共ネットワーク」との連携を図る。 
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◆ ハザードマップの活用方策の検討 

 

○各ケーススタディ地域評価(課題)図の検討 

～観光及び生活拠点における危険箇所～ 

ハザードマップの活用方策として、市街地や別荘地、観光関連拠点の動

向の分布に概略の危険度分布を重ね合わせ、圏域防災情報の一層の明確化

を行った。 
具体的には、災害危険度のマクロ評価としては、富士山ハザードマップ

および箱根町火山防災マップにおける影響圏、また活断層の周辺を危険度

を高く設定している。 
また、対応の充実度として、一次、二次の緊急輸送路の周辺やヘリポー

ト、指定された避難場所等については危険度を弱める様に評価している。 
加えて、インフラにおいて現状混雑度の高い地域については、災害時に

おける人口集積度の高さや避難の困難さがうかがえるため、危険度を高め

る評価をしている。 
これらに加え、各地域の拠点として観光拠点と生活拠点をプロットし、

危険度との関係を見られる様に重ね合わせている。 
具体的には、観光拠点として、既存観光拠点、道の駅、観光関連新規プ

ロジェクトをプロットし、生活拠点として、市街地（用途地域）、別荘地

をプロットしている。 
 

＜ケーススタディ地域評価(課題)図例＞ 
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参考資料：検討委員会 
平成16年度「防災と観光の共存に向けた国・地域間の連携の在り方調査検討委員会」委員 

 氏 名 役職名 

特別顧問 荒牧 重雄 東京大学 名誉教授 

委員長 三本木健治 明海大学 教授 

委員 石 山  醇 社団法人日本旅行業協会 事務局長兼理事 

〃 田畑日出男 国土環境㈱ 代表取締役会長 

〃 中村 直司 株式会社ＮＴＴデータ 代表取締役副社長 

〃 花森 憲一 静岡県企画部長 

〃 田中 克己 神奈川県広域行政担当部長 

〃 長谷川友宏 山梨県企画部長 

〃 川口 市雄 静岡県熱海市長 

〃 小池 政臣 静岡県三島市長 

〃 鈴木  尚 静岡県富士市長 

〃 長田 開蔵 静岡県御殿場市長 

〃 長田  央 静岡県小山町長 

〃 小澤 良明 神奈川県小田原市長 

〃 沢  長生 神奈川県南足柄市長 

〃 佐藤精一郎 神奈川県山北町長 

〃 露木 順一 神奈川県開成町長 

〃 山口 昇士 神奈川県箱根町長 

〃 萱沼 俊夫 山梨県富士吉田市長 

〃 小佐野常夫 山梨県富士河口湖町長 

〃 
高村 朝次 

高村 忠久 

山梨県山中湖村長（～H16.12.26） 

山梨県山中湖村長（H16.12.27～） 

〃 山本 徳治 内閣府防災担当政策統括官付参事官 

〃 谷  史郎 総務省情報通信政策局地域通信振興課地方情報化推進室長 

〃 若林 陽介 国土交通省総合政策局観光地域振興課長 

〃 福本 俊明 国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課長 

〃 小橋 雅明 国土交通省国土計画局大都市圏計画課長 

〃 宮田 年耕 国土交通省道路局企画課長 

〃 木村 治和 農林水産省農村振興局地域振興課ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ推進室長 

 調査実施機関（委員会事務局）：財団法人 都市経済研究所      敬称略・順不同 
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検討委員会における審議経過と総括 
 
 

 

 

■「第１回検討委員会」 
 
 ＜審議事項＞ 

  調査の目的と概要について 

  重点整備地域とモデルケーススタディの実施について 

 ＜審議結果＞ 

  防災と観光の共存に資する社会資本整備の推進を図るための、 

①陸・海・空の交通ネットワーク整備 

②広域防災・観光拠点整備 

③情報通信基盤整備 

④防災と観光の一体的広域連携体制づくり 

を中心とする具体的な検討 

  地域の主体性、地域からの発意・発案を重視した地域づくりを展開するた

めのモデルケーススタディの実施 

新たな国土計画におけるＳ.Ｋ.Ｙ.広域圏の位置付けとその基本方向を視野

に入れた検討 

 

■「第２回検討委員会」 
 
 ＜審議事項＞ 

  Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏・広域連携防災インフラの骨格構造モデル(案)について 

  モデルケーススタディ(案)について 

  地域公共ネットワークの現状と今後の展開について(補足) 

 ＜審議結果＞ 

  広域連携防災インフラの骨格構造モデルに対する、 

①合意インフラとしての基本協定づくり 

②ゼロリスク心理への対応策 

③リダンダンシー(防災インフラ)の確保 

④現地災害対策本部機能を有する基幹的広域防災拠点の設置 

⑤地域防災拠点(観光客の一時避難場所)としての｢道の駅｣ 

⑥情報の共有化、収集・伝達手段の確立 

⑦外国人観光客への情報対策 

などの重要性 
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■「第３回検討委員会(最終総括)」 
 
 ＜審議事項＞ 

  モデルケーススタディ(案)について 

  Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏形成調査（平成 16年度）の全体構図(案)について～本調

査の総括～ 

 ＜審議結果／委員会総括＞ 

  合意インフラとしての総合協定の締結及び個別協定のネットワーク化 

「防災」と「観光」の共生・共存のための広域的連携・整備に関わる国と地

域の役割分担の明確化 

  構造改革特区や地域再生計画等による協定区域の事業展開 

  「防災」と「観光」の共生・共存のための四大重点方策の採択・決議 
 

①三県広域防災拠点・避難路等の体系化（「道の駅」「街の駅」「海の駅」地

域防災拠点ネットワーク構造）による防災インフラの整備 

②危機管理センターと広域防災公園の整備 

③相模・伊豆沿岸コリドールインフラネットワークの整備 

④広域防災情報通信インフラ整備に向けた実証実験 
 

  上記四大重点方策をはじめとする広域公共整備を推進するための「調査・

企画機能」を有するＳ.Ｋ.Ｙ.広域圏の常設機関の創設、及び国とＳ.Ｋ.Ｙ.

広域圏との協議機関の設置 
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１.広域避難に関する調査 
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（１）避難路に関する調査 

 
避難目標地点まで安全に最も短時間で到達できる経路である「避難路」

について、本調査においては、S.K.Y.広域圏における主要な現道及び地元

要望道路について、以下フローに基づき一定の検討を加えることを行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
具体的に、現道関連は、富士山噴火による災害想定状況及び広域幹線道

路現況図および広域幹線道路現況実態の検討表を活用した検討、地元要望

関連は、基幹的な広域避難・観光アクセスに係る計画・構想図、基盤施設

整備計画の効果の検討表を通した検討を行い、観光交流を視野に入れた、

S.K.Y.広域圏における現道及び地元要望関連の主要道路の防災インフラと

しての実状及び効果の把握を行った。 

なお、避難路の検討のあたり、評価検討項目の指標・基準として、改訂

都市防災実務ハンドブック 震災に強い都市づくり・地区まちづくりの手

引き（平成17年2月 都市防災実務ハンドブック編集委員会）の基準において、避難

路幅員15ｍ以上を、広域的な避難路においても参考指標として活用した。

富士山噴火による災害想定状

況及び広域幹線道路現況図 
（富士山噴火被害想定、緊急避難

道路、混雑地点、15ｍ道路幅員

について整理） 

基幹的な広域避難・観光アク

セスに係る計画・構想図 
（S.K.Y.広域圏の県・市町村より提
出された計画・構想） 

＜現道関連＞ ＜地元要望関連＞ 

広域幹線道路現況実態 
の検討表 

（道路状況、富士山噴火災害想定状

況、沿道市町村の観光客数・人口

及びその比等の観光関連状況） 

基盤施設整備計画の効果 
の検討表 

（整備実現による「防災対策効果」

の検討、整備実現による「観光交

流効果」の検討及び沿道市町村の

観光客数・人口及びその比） 

観光交流を視野に入れた、S.K.Y.広域圏における現道及び地元要望

関連の主要道路の防災インフラとしての実状及び整備効果の把握 
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※上記は、モデル的に検討したものであって、計画として担保されたものではない。 
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（２）避難地に関する調査 

避難地について、以下の様に整理できる。 
 

①．避難地について 

避難地については、以下に示す様な指標が例示できる。 

 
■「避難地」（情報含む）に関する評価検討項目と指標・基準（例） 
検討領
域 

評価検討項目 指標・基準 根拠・出典 

広域防災拠点 大震火災等が発生した場合におい

て、主として広域的な復旧・復興活

動の拠点となる都市公園 

概ね50ha以上（広域公園 等） 

・建設省「防災
公園計画・設計
ガイドライン」 

避難地設置箇所 公園、緑地、広場その他の公共施設 

面積 概ね10ha以上（都市基幹公園、広域

公園等） 

収容可能人数 原則として１人あたり２㎡以上 

避難地までの歩行
距離 

概ね２km以内（避難圏域） 

 

広

域

避

難

地 

 

周辺建築物の耐震
不燃化 

建築物の高さの最低限度７ｍ 

避難地境界線から概ね120ｍの範囲 

・災害対策基本
法に基づく地
域防災計画 
・建設省の広域
避難地の設置
基準 
 

避難地の誘致距離 500ｍ程度 一

次

避

難

地 

面積 １～２ha以上（近隣公園、地区公園 

等） 

 

・都市防災実務
ハンドブック 

避難地 
 
 
 
 
 
 

緩衝緑地 石油コンビナート地帯等と背後の一

般市街地を遮断する。主として災害

を防止することを目標とする緩衝緑

地としての都市公園 

・建設省「防災
公園計画・設計
ガイドライン」 

 

本調査においては特に、広域での取り組みを中心に諸施設の状況を検討

することとし、広域防災拠点や広域避難地を中心とした S.K.Y.広域圏で

の諸状況について検討を行った。 
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②．Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏を取り巻く広域防災拠点の現状と課題 

Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏を取り巻く広域防災拠点の現状と課題について、以

下の様に整理できる。 

「広域防災拠点が果たすべき消防防災機能のあり方に関する調査検

討会報告書（平成 15年 3月）総務省消防庁」によると、首都圏の 8都

県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、千葉市、横浜市、川崎市、

さいたま市）のうち、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、さいたま市

は、すでに広域防災拠点を整備している。 

 

神奈川県は、総合防災センター※１、広域防災活動拠点に加え、平成

15年度当初に広域防災活動備蓄拠点※２を新設したことを契機に、各拠

点間における災害時の具体的な連携方策等の見直し、充実を図っている

ところであり、川崎市は、防災拠点として配置された救援物資等の集積

場所、区の輸送拠点、応援部隊等の活動拠点について災害時に有効利用

できるよう訓練を通じて体制・設備の検証を行い、一層の整備を図る必

要がある。 
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※１神奈川県総合防災センター・消防学校（厚木市下津古久２８０） 
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/03/0340/index.html 

 
東海地震等による大規模な広域災害の発生に備え、県内を一体とした広域的・総合的な

災害応急活動の中央基地として、災害応急対策に必要な業務を行う｡ 
また、平常時には、広く県民に対し、防災知識の普及啓発の拠点施設として防災に関す

る教育研修、防災情報の展示・提供あるいは模擬災害の体験などを行う。 
 

（1）設置目的 

 大規模地震等による広域災害が発生した場合に備え、県内を一体とした広域的・総合的

な災害応急対策活動を行う災害活動中央基地として設置した。 

（2）設置年度 

  平成7年度 

（3）機能 

 ○各種防災費機材等の備蓄 

○災害応急活動要員の集結・待機・出動 

○応急物資の受け入れ・配分・搬出 

○輸送車両・ヘリコプターの集結拠点 

○模擬体験設備等による正しい防災知識の県民への提供等 

 

 

参考）広域避難地となる防災公園（厚木市） 
市町村名 施設名 所在地 避難地面積 分類 

厚木市 ぼうさいの丘公

園 
神奈川県厚木市温水

783-1 
92,000㎡ 主要都市公園 
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※２広域防災活動備蓄拠点の設置 

 

設置目的 

 総合防災センターの備蓄倉庫は充実しているものの、大規模地震等が発生し、道路交通

が途絶した場合には、その機能を十分発揮することができないと想定される。 

 そこで、交通動線を考慮して、県内3箇所（小田原市内の県小田原合同庁舎※３、茅ヶ崎

市内の県衛生研究所及び横須賀市内の県横須賀児童相談所内）に総合防災センターの分

散・補完施設として、広域防災活動備蓄拠点から平成15年４月から６月にかけて設置され

た。 

 

機 能 

 ・各種防災資機材の備蓄 

 ・広域応援部隊への資機材の貸出 

 ・応急物資の受け入れ・搬出等 

 

今後の課題 

 総合防災センター、広域防災活動拠点、広域防災活動備蓄拠点の各拠点問における災害

時の具体的な連携方策等の明確化 
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※３西湘地区行政センター（広域防災活動拠点） 
（神奈川県小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎内） 
 

 大規模な災害が発生した場合に、地域の救援等の前線基地として、県各地区行政センタ

ーの所管区域を単位として、8 箇所に応急活動用資機材、耐震性貯水槽、ヘリコプター臨

時離着陸場等を設置した。 

 

防災設備 

屋上 ヘリポート 

３階 現地対策本部 

２階 ボランティアスペース（活動拠点）・・・通常は会議室 

2階食堂・・・災害発生時は情報センター（記者室） 

１階 災害用備蓄倉庫 

その他免震装置 

 

西湘現地災害対策本部活動マニュアル（平成１５年５月）の作成 
「西湘地区行政センター総務部防災保安課」 
・勤務時間内発災の場合の対応  
・休日・時間外発災の場合の対応  
・災害対策と現地災害対策本部  
 

西湘地区災害ボランティアセンター設置・運営・活動マニュアル（平成１６年６月）の作

成「西湘災害ボランティアネットワーク」 
このマニュアルは、大規模災害発生時に小田原合同庁舎 2 階に開設される、西湘地区災
害ボランティアセンターの設置・運営・活動について、西湘地区行政センターと「西湘災

害ボランティアネットワーク」との協議により定めたものである。 
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また、中部圏の東海4 県１市（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名

古屋市）では、量的な整備レベルに差異はあるもののすべての県市にお

いて広域防災拠点が整備されている。 

静岡県における広域防災拠点整備に関する課題は、防災拠点へリポー

トを含むヘリポートに関して病院、防災港湾・緊急物資集積所への交通

路の確保対策と燃料確保対策が挙げられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考）静岡県の防災施設 

 

静岡県地震防災センター（静岡市駒形通5丁目9番1号） 

http://www.e-quakes.pref.shizuoka.jp/center/index.htm 
（１）平常時 

   住民の地震防災に関する知識、対策の啓発 

   自主防災活動の活性化 

   県、市町村、防災関係機関等の各職員に対する教育啓発 

   地震対策上の資料の体系的集積化と県民の利用促進 

（２）災害時 

   後方支援基地（他県よりの支援要員の宿泊等） 

 



 45 

また山梨県では、 

 
山梨県立防災安全センター（山梨県中巨摩郡田富町今福９９１） 
 
において、地震体験、応急手当、１１９通報訓練、各種防災知識、情

報提供が行われている。 
また、地域防災計画によると、下記に示す様な甲府市を中心に、広域

避難地となる防災公園はあるが、S.K.Y.広域圏内には位置付けられてい

ない。 

 
●広域避難地となる防災公園（山梨県地域防災計画） 
市町村名 施設名 所在地 避難地面積 公園種別 
甲府市 緑ヶ丘スポーツ公園 甲府市緑町 2-8-2 57,450㎡ 運動 
甲府市 小瀬スポーツ公園 甲府市小瀬町 840 316,653㎡ 運動 
甲府市 荒川緑地 荒川 2丁目・高畑 1

丁目 
高畑三丁目・伊勢 1
丁目 

461,400㎡ 都緑 

櫛形町 櫛形総合公園 櫛形町桃園 1600 115,000㎡ 総合 
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（３）避難路・避難地のあり方（ネットワークと配置） 

新潟県中越地震では、各地で道路が寸断され、集落が孤立し、山古志村

では村民をヘリで救出したといった事態が見られた。また、谷間集落の自

然ダム化等、降雨による２次災害への対応の重要性も指摘された。 

S.K.Y.広域圏では、緊急輸送路や避難路が指定されているものの、観光

客等による渋滞により非常時の機能に不安が指摘されるととともに、土地

の起伏も激しいため、防災拠点やヘリポートの重要性が指摘されるととも

に、二次災害防止への対応も重要といえる。 

平成16年6月「社会資本の整備に関する世論調査」によると、前回の調

査結果と比較し「避難地（場所）又は避難経路を知らない」（18.4％→23.1％）

と答えた者の割合が上昇しており、国民的意識の低下が見られる。全国及

び各国からの来訪客を有する S.K.Y.広域圏では、地域生活者とともに来訪

者への危機意識の醸成や防災情報の明確化が必要といる。また、2004年の

浅間山噴火の際に、住宅地から離れた閑静な別荘地区では、防災無線など

が十分でなく、自治体からの避難情報が十分に伝わらないなどの苦情が相

次ぎ、自治体などが防災体制の見直しを進めている（2004.9.16読売新聞）

との指摘もあり、S.K.Y.広域圏においても非常に多い半定住者も含めた地

域の共助体制づくりが重要な課題といえる。 

こういった背景を踏まえ、S.K.Y.広域圏における、各ケーススタディ地

域評価(課題)図～観光及び生活拠点における危険箇所～について、市街地

や別荘地、観光関連拠点の動向の分布に概略の危険度分布を重ね合わせ、

圏域の状況把握を行った。（内容については本調査報告書の「３．防災意識

の普及・啓発に関する調査」参照） 

 

また、避難路・避難地のあり方（ネットワークと配置）として、 

 

①Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏 の骨格構造概念図 

～「道の駅」「街の駅」「海の駅」地域防災拠点ネットワーク構造の構築～ 

 

をひとつのモデルとして示し、「道の駅」「街の駅」「海の駅」の施設イメ

ージの検討を行ったとともに、 

 

②観光と防災に係る広域連携・交流の拠点構造 

 

の検討を行った 
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①．Ｓ.Ｋ.Ｙ.広域圏 の骨格構造概念図 

 
  ―「道の駅」「街の駅」「海の駅」地域防災拠点ネットワーク構造の構築― 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
情報提
供端末 

 
情報提
供端末 

 
情報提
供端末 

危機管理センター 
(基幹的広域防災拠点) 
－御殿場市周辺－ 

広域防災拠点 
－富士吉田市周辺－ 

地域防災拠点 
(道の駅) 

地域防災拠点 
(道の駅) 

地域防災拠点 
(道の駅) 

地域防災拠点 
(街の駅) 

地域防災拠点 
(街の駅) 

地域防災拠点 
(街の駅) 

地域防災拠点 
(海の駅) 

地域防災拠点 
(海の駅) 

富 士 箱 根 

伊 豆 

道の駅ネットワーク 街の駅ネットワーク 
(地域イントラネット) 

海の駅ネットワーク 

広域防災拠点 
－小田原市周辺－ 

 
避難経路 
伝達 

防災員 
(情報提供端末) 

 
災
害
情
報
伝

住民 
観光客 

避難経路 

避難
誘導 

地域防災拠点 
(海の駅) 

国道138号、国道246号 
東名・第二東名自動車道、伊豆縦貫自
動車道 等 

国道1号、国道135号 
伊豆湘南道路、西湘バイパスの
延伸 等 



 48 



 49 



 50 



 51 

②観光と防災に係る広域連携・交流の拠点構造 
 

観光と防災に係る広域連携・交流の拠点構造として、既存の神奈川県、静岡

県、山梨県の既存の拠点とのネットワーク化を前提とし、S.K.Y.広域圏内に防

災拠点を新たに設定を行う必要がある。 

 
ア.防災拠点の基本的考え方 

広域防災拠点は、司令／調整／被災者対応の３種類の拠点として、以下様な

整理が出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 拠点種別 拠点

数 

位置付け 

1 基幹拠点施設 1 S.K.Y.広域圏の司令本部機能を有し、広域災害の統括指揮を行う 

2 広域拠点施設 2 基幹拠点を補完し、地域拠点との間で物流・支援要員調整を行う 

3 地域拠点施設 多 避難してきた観光客の一次集合場所として利用する 

本部機能充実 

観光客向け 
機能充実 

基幹 
拠点施設 

 地域拠点との 
物資・要員支援調整 

 被災者に対する避難場所提供 

災害情報提供 

認定防災員 
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イ.各ゾーンに必要な施設 

Ｓ．Ｋ．Ｙ．広域圏では、主に被災者の集約拠点（地域拠点）および圏外へ

の脱出拠点（広域拠点）の２点が必要であると考え、前項のゾーニングと観光

客分布をもとに観光客数が多く滞留する地域に広域拠点を配置し（山北ゾーン

は観光客数が少ないため直接圏外へ脱出すると仮定）、地域拠点は災害発生時の

主要避難路となる国道沿いの２０ｋｍ間隔（※１）に存在する道の駅とするこ

とが適当である。 

8

7

6

5

4

3

2

1

N

o
収　容　施　設

・広域拠点（小田原市）39 小田原・湯河原

・道の駅（新設の地域拠点） ※２6 南足柄
小田原

観光客数

（千人）
名称

8 

9 

115 

11 

21 

32 

山北・丹沢

裾野

御殿場・箱根

小山

山中湖・忍野

富士吉田・河口
湖・西湖

エリア

・道の駅　山北山北

・道の駅（新設の地域拠点） ※２

・危機管理センター・国営広域防災

　公園（御殿場市）

・道の駅　箱根峠（箱根町）

・道の駅（新設の地域拠点） ※２

・道の駅　須走

・道の駅　ふじおやま

・道の駅（新設の地域拠点）※２

・広域拠点（富士河口湖町）

・道の駅　かつやま（富士河口湖町）

・道の駅　富士吉田（富士吉田市）

東富士

富士吉田

・河口湖

ゾーン名

8

7

6

5

4

3

2

1

N

o
収　容　施　設

・広域拠点（小田原市）39 小田原・湯河原

・道の駅（新設の地域拠点） ※２6 南足柄
小田原

観光客数

（千人）
名称

8 

9 

115 

11 

21 

32 

山北・丹沢

裾野

御殿場・箱根

小山

山中湖・忍野

富士吉田・河口
湖・西湖

エリア

・道の駅　山北山北

・道の駅（新設の地域拠点） ※２

・危機管理センター・国営広域防災

　公園（御殿場市）

・道の駅　箱根峠（箱根町）

・道の駅（新設の地域拠点） ※２

・道の駅　須走

・道の駅　ふじおやま

・道の駅（新設の地域拠点）※２

・広域拠点（富士河口湖町）

・道の駅　かつやま（富士河口湖町）

・道の駅　富士吉田（富士吉田市）

東富士

富士吉田

・河口湖

ゾーン名

 

 

（※１）２０ｋｍ間隔：人間が一日に歩けると推定される距離（時速４ｋｍで約５時間かかる）。 

（※２）新設の地域拠点：２０ｋｍ間隔に道の駅が存在しないため、新たに道の駅を設置することが望ま

しい。 
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ウ．広域災害における避難イメージ 

災害発生時、各地域に滞留する観光客は、はじめにゾーン内の地域拠点まで

避難する。広域拠点での避難指示・食料等の支給を受け、基幹拠点／広域拠点

へ移動した上で、陸海空路で圏外への脱出を行う。 

圏
外

小山

南足柄

裾野

御殿場・箱根

山中湖・忍野
山北・丹沢

富士吉田・
河口湖・西湖

小田原・湯河原

陸路
で脱

出

海路で脱出５Km

富士吉田・河口湖ゾーン

山北ゾーン

東富士ゾーン

凡例

小田原ゾーン

：地域拠点（道の駅（既存））

：地域拠点（道の駅（新設））

：基幹拠点（危機管理センター）

：広域拠点

陸路で脱出

：観光客の移動（地域拠点へ）

：観光客の移動
（基幹拠点／広域拠点へ）

空路で脱出

 

 

エ．救援物資の輸送イメージ 

港から陸揚げされた救援物資の輸送は、各ゾーンの基幹拠点／広域拠点に一

度集配し、再度各地域拠点への集配を行う。

圏
外

５Km

海路からの救援
物資輸送

富士吉田・河口湖ゾーン

山北ゾーン

東富士ゾーン

凡例

小田原ゾーン

：地域拠点（道の駅（既存））

：地域拠点（道の駅（新設））

：基幹拠点（危機管理センター）

：広域拠点

：救援物資の輸送
（基幹拠点／広域拠点への輸送）

：救援物資の輸送（地域拠点への輸送）

南足柄

※上記は、モデル的に検討したものであって、計画として担保されたものではない。 

 

※上記は、モデル的に検討したものであって、計画として担保されたものではない。 
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オ．相模・伊豆沿岸コリドールインフラネットワークイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

首都圏３千万人 相模・伊豆の地域構造とネットワーク模式図 

修善寺 伊 東 

熱 海 三島 
函南 

稲 取 

沼 津 

土 肥 

松 崎 河 津 

下 田 
南伊豆 

西
伊
豆 

東
伊
豆 

中
伊
豆 

海の駅航路 海の駅航路 

至久里浜港等 至清水港等 

真 鶴 小田原 

海上防災通信ﾈｯﾄﾜｰｸの整備 

条件不利地域 

豊かな観光資源（海・山・温泉・気候） 

東海地震・伊豆東部火山

道の駅 

海の駅 

街の駅 

海の駅を中軸とした道の駅・街の駅

の防災と観光ネットワーク化 

伊豆半島は、半島振興法に基づく中山間地域として、地

形上も交通上も極めて厳しい条件下にある。  
従って、交通条件の改善は、伊豆半島の振興にとって最

重要課題となっている。交通条件を改善するに当たって

は、半島の基幹的な拠点構成（海の駅・道の駅・街の駅）

を明確化した上で、相模湾とのネットワーク化を図ること

が重要である。 

相模・伊
豆沿岸コ
リドール 

相模 

相模・伊豆沿岸コリドール 

海の駅：港湾・漁港の他、ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ、ﾏﾘﾝｾﾝﾀｰ、船溜まり等 

※上記は、モデル的に検討したものであって、計画として担保されたものではない。 

 



 55 

カ.防災協定にもとづく指揮命令体制について 

S.K.Y.広域圏防災協議会は、防災協定にもとづいて、被災地全体に関わる広

域的な災害応急対策の総合調整を行う。 

国

被災者（観光客等非居住者）

被災者救護

自衛隊 派遣要請

連携連携

参集

被災者（住民）

派遣

市町村

首長首長

防災課防災課

市町村

首長首長

防災課防災課

避難勧告／避難指示

情報提供

地域拠点　
（道の駅）　　

地域拠点　
（道の駅）　　

避難誘導

認定防災員認定防災員

避難誘導指示

内閣総理大臣内閣総理大臣

総合政策局、国土計画局、
都市・地域整備局、河川局、道路局、
国土地理院火山噴火予知連絡会、
気象庁地震火山部...

・・・

参集

防災担当大臣防災担当大臣

非常災害対策本部非常災害対策本部

陸上自衛隊東部方面隊

情報通信政策局、
消防庁防災課...

警備局...運用局... 研究開発局...

防衛庁 国交省 総務省 警察庁文科省

内閣府防災担当

協定にもとづく S.K.Y.広域圏防災協議会 （仮称）

市町村の首長市町村の首長

代表市町村の首長代表市町村の首長代表市町村の首長代表市町村の首長
非常災害現地対策本部非常災害現地対策本部

 

 

□S.K.Y.広域圏防災協議会 （仮称）： 

S.K.Y.広域圏防災協定にもとづき、非常災害現地対策本部、圏域市町村の首

長が参集し、被災地全体に関わる広域的な災害応急対策の総合調整を行う。 

 ・災害情報、広域支援に関する情報の集約・分析・提供 

 ・物資・人員の配分調整 

 ・広域搬送手段の確保・配分調整   等 

□市町村：S.K.Y.広域圏防災協議会の決定にもとづき、避難勧告／避難指示を

出して住民を避難させる。 

□認定防災員：S.K.Y.広域圏防災協議会の指示にもとづき、被災者を避難誘導す
る。 
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参考資料①）S.K.Y.広域圏における地震想定及び対策 

 

「出典：わが国の災害対策（内閣府）2002.3」 

 

（1）震災対策の現状と今後の展開 

わが国の地震防災対策については、平

成７年１月に発生した阪神・淡路大震災

の教訓を踏まえ同年７月に制定された地

震防災対策特別措置法に基づき、都道府

県知事による地震防災緊急事業五箇年計

画の作成及び同計画に基づく事業に係る

国の財政上の特別措置により、地震防災

施設等の整備が積極的に進められるなど、

数々の施策が展開され成果をあげてきて

る。 

しかし、甚大な被害が予想される南関

東直下型地震、東海地震及び東南海・南

海地震の発生の切迫性が危惧されるなか、

建築物の耐震化を進めることや、震災時

に具体的に動ける地震防災体制の確立が必要

とされてる。実践的な危機管理体制を確立す

るためには、①国及び地方公共団体の役割・

目標の明確化と効果的な連携体制の構築、②広域的防災体制の確立、③住民・企業・ＮＰ

Ｏ等と行政との連携による地域の防災対策の推進、④様々な主体が積極的に防災に参画す

る防災協働社会の実現などが必要といえる。 

また、経済成長の鈍化や少子高齢化の進展など、近年の著しい社会情勢の変化に対応し

た新たな対策も求められている。このため、防災への市場原理の導入や、限られた予算の

中でのハード・ソフト両面にわたるメリハリのある対策の推進など、効果的・効率的な防

災対策の推進や、ＩＴなど先端技術を活用した防災対策の推進なども図っていく必要があ

る。 
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（2）観測体制 

気象庁では、全国に設置された震度計や地震計により地震活動を監視しており、地震が

発生するとただちに震源を推定し、津波予報や観測された震度などの地震情報を発表して

いる。 

また、地震防災対策特別措置法に基づき設置された地震調査研究推進本部（文部科学省）

により、関係行政機関及び大学等の協力のもと、地震に関する調査研究の推進や観測にあ

たっての調整が図られている。 

さらに、科学技術・学術審議会測地学分科会（文部科学省の諮問機関）で建議された「地

震予知のための新たな観測研究計画」に基づき、関係機関が地震予知のための研究を行っ

ている他、地震予知連絡会（国土地理院長の私的諮問機関）において、関係機関の地震予

知に関する学術的情報交換等が行われてる。 

 

 

（3）東海地震対策 

1854年に、南海トラフから駿河トラ

フまで破壊の及んだ安政東海地震が

発生した。しかし、1944年の東南海

地震では、駿河トラフ沿いが未破壊

のまま取り残され、安政東海地震発

生後約150年間の歪みが蓄積してい

ることから、駿河トラフ沿いに大規

模な地震が発生する可能性が高いと

考えられており、これが「東海地震」

といわれている。 

東海地震については、予知体制の

整備が図られており、直前予知に有

効と考えられる観測データをリアル

タイム処理し、総合的に監視を行っ

ている。 
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また、昭和53年６月に制定された「大規模地

震対策特別措置法」に基づき指定されている「地

震防災対策強化地域」（８都県263市町村）にお

いては、地震予知のための観測・測量の強化が

行われるとともに、中央防災会議による「地震

防災基本計画」の作成、指定行政機関・指定公

共機関による「地震防災強化計画」の作成、民

間事業者等による「地震防災応急計画」の作成

により、予知を前提とした避難・警戒体制の構

築を図っている。 

さらに、昭和55年５月に制定された「地震防

災対策強化地域における地震対策緊急整備事業

に係る国の財政上の特別措置に関する法律（地

震財特法）」に基づき、避難地、避難路等の整

備を推進するとともに、税制上の特例により動力消防ポンプ、防災用井戸等の整備を推進

している。 

 

 

（4）南関東地域の地震対策 

わが国の政治・行政の中枢機能や経

済産業活動が集中している南関東地域

直下において、マグニチュード7クラス

の地震発生の切迫性が指摘されている。 

南関東地域における地震対策として、

中央防災会議は、昭和63年12月に「南関

東地域震災応急対策活動要領」を、平成

4年8月に「南関東地域直下の震災対策に

関する大綱」を決定している。これらは、

阪神・淡路大震災の教訓や中央防災会議

大都市震災対策専門委員会提言を踏ま

えて、平成10年6月に改定された。これ

らに基づき、防災関係機関は南関東地域

における各種の対策を実施している。 
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（5）東南海、南海地震対策等 

プレート境界型地震である東南

海、南海地震については、歴史的に

見て100～150年間隔でマグニチュ

ード８程度の地震が発生しており、

最近では昭和19年及び21年にそれ

ぞれ発生している。このことから、 

今世紀前半にも極めて大規模な地

震・津波被害が発生する恐れがある

とされており、今後、事前の対策を

着実に進めておくことが必要とい

える。 

一方、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平

成10年に「大都市震災対策専門委員会」から大

都市の震災対策についての提言が中央防災会議になされ、南関東地域、近畿圏、中部圏に

ついての大都市震災防災対策の改善が指摘された。近畿圏、中部圏に関しては、東南海、

南海地震だけではなく、直下型の地震に対する対策も含め、速やかに防災対策の確立を図

る必要がある。 

そこで、平成13年10月、中央防災会議「東南海・南海地震等に関する専門調査会」が発

足し、対象とする地震、地震動、津波波高予測、被害予測、地震防災対策のあり方につい

て検討が進められている。 
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出典：http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/oldrelease/199908/jisin_g12-15.pdf 

(6)神奈川県西部地震 

〈震度〉 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町を中心に震度６強以上の揺れが想定。ま

た、県西部（平塚市、伊勢原市以西）でも震度６弱が想定され、県西部の山地

や相模川以東では震度５以下の揺れが想定。 
〈被 害〉 県西部に集中し、県東部では被害がほとんど発生しないと想定。 
〈液状化〉 酒匂川、相模川の流域で液状化発生の可能性が高いと想定。 
〈建 物〉 木造建築物の大破率は、県内平均で約 1.6％と想定され、小田原市では約 13％、

真鶴町、湯河原町では約 26～32％と想定す。このほか、比較的被害が大きい
のは、秦野市、南足柄市、中井町、大井町、松田町と想定。 

〈津 波〉 相模湾の西部では地震発生直後に、三浦半島や湘南地域で 10～20 分後に第１
波の到達が想定。海岸では、津波警報の発表が間に合わず、季節によっては、

多数の遭難者が想定。津波の高さは、最大で、真鶴半島付近と三浦半島南西岸

付近で３～４ｍ程度、その他相模川河口で約３ｍ、相模湾で平均２ｍ程度の津

波が想定され、浸水想定地域として、湯河原町、真鶴町、湘南地域、横須賀三

浦地域が想定。 
〈崖崩れ〉 県内で約 990 箇所発生すると想定され、崖崩れによる建物被害は、約 180 棟

と想定。 
〈火 災〉 全県で約 120 件発生すると想定され、うち約 40 件が延焼火災となることが

想定。延焼火災の被害が大きいのは、小田原市、秦野市、湯河原町が想定。 
〈救 出〉 建物倒壊、崖崩れ等から救出を要する現場の数は、全県で約 12,000 箇所発生

することが想定され、特に、消防、警察、自衛隊の部隊が対応する必要がある

現場の数は、約 2,300 箇所と想定。 
〈人的被害〉 全県で約 600 名の死者、約 5,100 名の負傷者の発生が想定。負傷者のうち

緊急手術や入院加療を要する重症者は、約 670 名と想定。 
〈避 難〉 避難所への避難者は、全県で発生して、約 41,000 人が想定。 

また、通勤、通学、買い物客等の帰宅困難者は、約 16,000 人と想定。なお、観
光客の帰宅困難者は、最大約 127,000 人が発生することが想定。 

〈物 資〉 飲料水、食糧は、備蓄により発災当初から数日間は、確保出来ると想定され

るが、生活必需物資は、２日目以降不足気味になると想定。 
〈災害弱者〉 被災する災害弱者は、全県で約 14,000 人が想定。 
〈道 路〉 道路のうち緊急輸送路については、小田原市周辺で通行止めとなる箇所が発

生するほか、多くの路線において崖崩れによる通行止めの箇所が発生し、西湘

地域に孤立地区が発生することが想定。 
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参考資料②）S.K.Y.広域圏における火山想定及び対策 

 
出典：気象庁地震火山部 火山監視・情報センター （東京 VOIC） 
http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/volcanotk01.html 
 

 英語表記 

火山活

動度 

ランク※ 

最新の 

噴火年 

常 時 観

測 

対 象 火

山 

火山周

辺の 

都道府

県 

緯度 

（度） 

経度 

（度） 

標高 

（ｍ） 

富士山 Fujisan B 1707年  

山梨

県・静岡

県 

35.36 138.73 3776 

箱根山 Hakoneyama B 
噴火記

録なし 
 

神奈川

県 
35.23 139.02 1438 

伊豆東部

火山群 

Izu-Tobu 

Volcanoes 
B 1989年 ○ 静岡県 34.90 139.10 580 

 

※火山活動度ランク 

活火山の活動度による分類（ランク分け）。全国 108 の活火山を過去 100 年及び過去１万年の活動度に

基づき、活動度の高い順に A、B、Cの３つのランクに分類したもの。ただし、海底火山と北方領土の火

山については、データが不足しているため分類の対象外。 

なお、このランク分けは、過去の活動度に基づくものであり、将来の噴火の切迫性や危険性を示すもの

ではない。（日本活火山総覧（第２版）（気象庁編，1996）及びその後の火山観測成果等による。） 

 
＜火山の現状＞ 
 
(1)富士山 
小御岳・古富士の両火山上に生成した成層火山。

日本の最高峰で体積約 400km3の大きな火山。基底

は直径 50km。主に玄武岩(SiO2 49～55％)からなる
が，1707年にはデイサイト・安山岩(SiO2 64～68％)
の軽石・スコリアも噴出。寄生火山が約100個ある。
標高 2,450ｍ以上は露岩地帯で，風食作用が著しく，
特に西斜面は崩壊が激しい（大沢くずれ）。 
1707年 12月 16日（宝永 4年）噴火（南東山腹）: 
噴火前日から地震群発。 
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(2)箱根山 
三重式火山。第１外輪山（古期外輪山）は玄武岩

～安山岩の成層火山で，カルデラはおよそ東西 8km，
南北 12km。第２外輪山（新期外輪山）は安山岩・
デイサイトの楯状火山。中央火口丘群は安山岩(SiO2 
54～59％)で，主峰の神山は成層火山，駒ケ岳などの
６丘は溶岩円頂丘。噴火記録はないが神山・駒ケ岳

の山腹数か所に硫気地帯があり，時にはそれが活発

化したり，崩壊・土石流を起こす。また，しばしば

地震が群発する。神山の最後の噴火（約 3000年前）では，現在の大涌谷近くで水蒸気爆発
と火砕流の噴出があり，水蒸気爆発によって山体北西部が崩壊し，発生した岩屑なだれ堆

積物により芦ノ湖が生成した。 
 
(3)伊豆東部火山群 
伊豆半島東部地域に密集する玄武岩～デイサイト質

の多数の砕屑丘・溶岩流・溶岩円頂丘・火砕流台地・

円型凹地およびこれらの東方海域に密集する多数の

海底火山からなる火山群である。玄武岩質火山のう

ち最大のものは大室山で，デイサイト質火山のうち

最大のものはカワゴ平である。海底火山群について

は火山数，岩石の種類，活動年代等不明なことが多

い。 
 この地域では過去たびたび地震が群発し，1989年 7月には，群発地震とともに伊東市沖
の手石海丘で有史以来初めての噴火があった。 
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＜火山災害対策＞ 
 
（1）観測体制 

火山の噴火により、溶岩流、火砕流、降灰、泥流等のさまざまな現象が発生し、大きな

被害をもたらすことがある。そこで、火山の活動状況を把握するため、周辺に地震計、GPS
等の機器を設置し、地震活動や地殻変動等の観測が行われている。 
気象庁ではこれを監視し、異常が認められれば、注意や警戒を促す情報を発表している。

火山噴火予知連絡会（気象庁に設置）においては、火山の活動状況についての総合的判断

等を行っている。 
また、科学技術・学術審議会測地学分科会（文部科学省の諮問機関）で建議された「第

６次火山噴火予知計画（平成 11～15年度）」に基づき、関係機関で火山噴火予知の観測研
究が実施されている。 
 
（2）活動火山対策特別措置法に基づく対策 

活動火山対策特別措置法（「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法

律（昭和 48年 7月制定）」を昭和 53年 4月に改正）に基づき、①避難施設緊急整備地域
の指定に基づく施設整備、②防災営農施設の整備、③降灰防除地域指定に基づく施設整備、

④降灰除去事業、⑤治山・砂防事業の推進、等の対策がとられている。平成 13年 3月まで
に、桜島、阿蘇山、有珠山、伊豆大島、十勝岳及び雲仙岳の周辺地域が避難施設緊急整備

地域の指定を受け避難施設を整備するなどの対策が実施されている。 
 
（3）火山ハザードマップ（防災マップ）の作成 

火山ハザードマップは噴火等による影響の及ぶ範囲や避難施設等を地図上に示したもの

で、火山防災対策の基礎となるもの。平成 12年有珠山噴火災害の際にはハザードマップが
事前に住民に周知されていたことなどから、避難が的確に行われ、死傷者がなかった。こ

のことからハザードマップへの関心が高まり、平成 14年 3月現在、主要な 24火山で作成
されているほか、未作成の火山でも作成が進められている。富士山では、地元都県や市町

村及び国の関係機関が富士山火山防災協議会※を設立し、ハザードマップの作成をはじめ

火山防災対策の推進が図られている。 
火山は周辺に温泉や美しい風景などの恵みも与えています。このことから「火山との共

生」を図ることが大切であり、ハザードマップはその役割を担っている。 
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＜※富士山火山防災協議会について（規約より抜粋）＞ 

 

（1）目的 

本協議会は、富士山で仮に被害を伴うような火山活動が発生した場合等にもできるだけ

被害を少なくするため、関係する国、県、市町村等の防災機関が的確に事前の防災対策や

緊急時の防災活動等を行えるよう、また住民等が的確な安全確保のための対策や行動がと

れるよう、火山と地域の共存について十分配慮しつつ、富士山が仮に噴火した場合等に想

定される被害やその場合の防災対策等を踏まえた火山防災マップを作成する等、富士山に

係る火山防災対策の推進を図ることを目的とする。 

 

（2）会の構成 

本協議会は、富士山の火山防災に関係する、以下の都県、市町村、国の防災関係機関に

より構成する。 

 

東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、 

小田原市、秦野市、南足柄市、山北町、箱根町 

富士吉田市、上九一色村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村 

富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町 

内閣府（防災担当）、総務省（消防庁）、国土交通省（河川局、気象庁、関東地方整備

局、中部地方整備局、東京管区気象台） 

 

（3）会の事務 

１）富士山火山防災マップの作成 

２）広域的な防災対策の検討 

３）各種防災計画等への反映 

４）富士山火山防災マップの周知等 

５）その他、本協議会での検討過程で、本協議会で整理等することが必要とされた事項。 

 

（4）事務局 

本協議会の事務局を、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、内閣府、総務省、国土交通

省に置く。 
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＜富士山ハザードマップ検討委員会（富士山火山防災協議会内の委員会）報告概要＞ 
（平成16年６月に報告書作成）委員長 荒牧重雄東京大学名誉教授 

 
（1）検討の目的と経緯 

富士山の火山防災対策は、観測体制の整備、予防対策、緊急時の応急対策計画、火山と

の共生についての配慮と推進方策を内容とする総合的な対策とする必要がある。これらの

対策を具体的に検討・実施するためには、富士山が噴火した時に、いつ、どのような現象

が、どの範囲まで到達するかを示した火山ハザードマップの作成が、最も基礎的な資料と

して不可欠であり、同ハザードマップに基づき各種防災情報を記載した火山防災マップを

作成することが、当委員会が主に取り組むべき課題であった。 

 

当委員会ではこれらの検討を集

中的かつ効果的に進めるため、基図

部会と活用部会を設置した。 

基図部会では、火山学等の知見に

基づき富士山の火山としての性状

をより的確に把握するための調

査・分析と、火山噴火や土砂災害等

の影響範囲や程度の検討を行った。 

 

活用部会では、基図部会の検討を

基に、住民や行政機関が使用する火

山防災マップの作成、降灰による被

害想定、ケーススタディによる課題

の抽出と対応方針についての検討

を行い、併せて富士山の火山防災対

策及び富士山火山防災対策を踏ま

えた地域防災計画作成のための留

意点についての検討を行った（図－

１）。 
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（2）ハザードマップ例 
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＜自治体のハザードマップの例＞ 

 

□箱根町火山防災マップ（平成16年３月） 

 

富士山以外での噴火想定としては、箱根町での火山防災マップの策定が行われている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜富士山火山広域防災検討会について＞ 

 

 富士山ハザードマップ検討委員会の結果を踏まえ、富士山火山広域防災検討会が現在進

められており、第２回審議会（H17.3.7）の資料として富士山火山広域防災対策（案）につ

いてが検討がなされている。 

 具体的に、現地体制として、合同現地対策本部の設置場所（候補施設）について、県、

市町村と調整の上、合同現地本部の設置について、あらかじめ数箇所（山梨県側・静岡県

側）の候補施設を選定する内容が明記されている。 
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参考資料③）広域防災活動に関連する県別消防防災力等の現状 

 

 全国 神奈川県 静岡県 山梨県 

1万世帯あたりの消防職員数 32 26 32 34 

1万世帯あたりの消防団員数 194 56 177 555 

自主防災組織の組織率 59.7 81.2 97.9 96.6 

市区町村の相互応援協定締結率 70.1 89.2 100.0 62.5 

消防水利充足率 78.6 94.0 72.7 65.0 

消防用施設充足率 93.8 92.6 90.1 96.3 

消防活動用道路要整備区域率 11.6 6.7 16.2 5.1 

人口１万人当たり備蓄倉庫整備面積（㎡／万人） 63.6 78.7 111.5 81.0 

広域防災拠点整備率100.0 44.7 75.0 100.0 12.5 

ヘリポート整備率 75.1 77.9 45.3 91.9 

緊急輸送道路要対策箇所整備率 33.9 21.4 12.7 3.1 

一人当たりの都市公園面積（㎡） 8.1 4.3 6.1 6.0 

圏域内の他都県への従業・通学者数 ― 1,099,810 11,148 17,663 

常住都県人口 ― 8,489,974 3,767,393 888,172 

圏域内の他都県への従業・通学者数の常住都県人口に 

対する比率(％) 

― 13.0 0.3 2.0 

 

※各県データは県内全域のもの（「広域防災拠点が果たすべき消防防災機能のあり方に関する調査検討会」

報告書（平成15年3月）総務省消防庁）をもとに、山梨県のデータを加筆し作成） 
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＜広域防災活動に関連する消防防災力等の現状データの出典＞ 
 

 

・1 万世帯あたりの消防職員数、管内1万世帯あたりの消防職員数（消防庁ヒアリング（資料編）平成14 

年5 月地方分権改革会議および地方防災行政の現況 平成14年5月 総務省消防庁防災課） 

・1 万世帯あたりの消防団員数、管内1万世帯あたりの消防団員数（消防庁ヒアリング（資料編）平成14 

年5 月地方分権改革会議および地方防災行政の現況 平成14年5月 総務省消防庁防災課） 

・自主防災組織の組織率、組織されている地域の世帯数／管内世帯数（地方防災行政の現況 平成14 年5 

月 総務省消防庁防災課） 

・市区町村の相互応援協定締結率、市区町村間の相互応援協定締結市区町村数／市区町村数 

（消防庁ヒアリング（資料編）平成14 年5 月地方分権改革会議） 

・消防水利充足率 

消防水利：消防に必要な水利施設及び消防水利（消火栓、防火水槽、井戸等）として指定されたもの 

消防水利充足率： 消防水利の基準数（消防庁告示：消防用ホースの延長距離によって消防隊の有効活動

範囲を作成することにより設定）に対する､整備された水利施設数の割合（平成12年4月1日現在：地

震防災施設の現状に関する全国調査(最終報告)：内閣府） 

・消防用施設充足率（消防用施設： 消防ポンプ自動車､はしご車､化学消防車､救急自動車､救助工作車） 

消防用施設充足率： 消防用施設の基準数(人口や風速によって算出)に対する整備された施設数の割合集

計値（47都道府県）（平成 12年 4月 1日現在；地震防災施設の現状に関する全国調査(最終報告)：内

閣府） 

・消防活動用道路、要整備区域率、消防活動用道路： 幅員 6ｍ以上の道路 ※建設省告示第 1029号 平

成 8年、消防活動用道路要整備区域率： 人口集中地区における幅員6m 以上の道路から概ね 140m 以遠

の区域面積の割合（平成14年3月現在において、避難路が整備済み又は整備中である区域以外の面積地

震防災施設の現状に関する全国調査(最終報告)；内閣府） 

・人口１万人当たり備蓄倉庫整備面積（㎡／万人）備蓄倉庫 ：都道府県市区町村、地方公共団体が新た

に設置した備蓄倉庫及び既存建物施設の一部を利用した備蓄倉庫、学校備蓄室等を含む人口１万人当た

り備蓄倉庫整備面積：市町村人口に対する備蓄倉庫の整備割合（平成13年4月1日現在の「消防防災震

災対策現況調査（消防庁調べ）より転記：地震防災施設の現状に関する全国調査(最終報告)：内閣府」 

・広域防災拠点整備率（広域圏ベース）対象施設： 総合管理機能・防災教育機能・備蓄機能をすべて備え

た総合的な広域防災拠点施設・・・広域防災拠点施設整備率： 都道府県広域圏における総合的な地域防

災拠点施設が整備されている広域圏数の割合（平成14年3月現在における整備済みと整備中の施設の合

計値：地震防災施設の現状に関する全国調査(最終報告)：内閣府） 

・ヘリポート整備率 

防災拠点におけるヘリポート： 防災拠点におけるヘリポート及び臨時発着場のヘリポートを含む防災

拠点におけるヘリポート整備率： 地域防災計画に定められた地方公共団体庁舎、災害拠点病院及び緊急

輸送拠点等の施設数に対する整備済み及び整備中の全ヘリポート数（平成14年3月現在における整備済

みと整備中の施設の合計値：地震防災施設の現状に関する全国調査(最終報告)：内閣府） 

・緊急輸送道路、要対策箇所整備率・・・緊急輸送路: 地域防災計画において指定された緊急輸送路、緊

急輸送路整備率: 緊急輸送路における道路防災総点検（Ｈ８）による要対策箇所に対する整備･改良済み

箇所数の割合、要対策箇所: 橋梁、横断歩道橋、共同溝、開削トンネル、掘割道路、盛土、擁壁、ロッ

クシェッド・スノーシェッド（平成14年3月現在における整備済みと整備中の施設の合計値：地震防災

施設の現状に関する全国調査(最終報告)：内閣府） 

・一人当たりの都市公園面積（ｍ２） 

都市公園（都市計画区域内の設置された小規模児童公園、児童公園、運動公園、普通公園、河川敷緑地）

の人口（都市計画人口）一人当たりの面積（国土交通省｢都市公園等整備現況調査の結果について：平成

13年3月31日｣） 

・圏域内の他都府県への従業・通学者数 

従業・通学による流出人口（平成 12年国勢調査 従業地・通学地集計（常住地による男女別 15歳以上
の就業者及び通学者数）より加工して作成） 
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参考④）風評被害対策について 

 
富士山噴火など、大規模な災害が発生した場合、対策本部が設置され、正確かつ迅速

な災害情報の公開が求められる。公開された情報は、被災者の避難や救援活動などに、

また復興支援に活用される。その反面、公開された情報によって、風評被害（根拠のは

っきりしない噂や思いこみによって特定の地域、業界、企業などに経済的な被害が発生

すること）が生じる危険性もある。 
 
＜風評被害が指摘された事例＞ 

1999 年 
○ 所沢ダイオキシン問題（TV 報道を契機に農産物が売れず） 

○ JOC 臨海事故（農産物が売れず、観光客も減少） 

2000 年 
○ 埼玉ハム・ソーセージ問題（県が特定企業の製品から O-157 菌を検

出と誤って発表し、回収騒ぎに） 

2001 年 

○ 9.11 同時多発テロ（沖縄県で観光客が減少） 

○ BSE（狂牛病）（牛肉はじめ牛に関連する製品が売れず、焼肉店や牛

肉を使う外食産業でも客が減少） 

2003 年 ○ SARS（香川県で観光客が減少） 

2004 年 ○ 新潟中越地震（佐渡島観光が半減など） 

 
風評被害が指摘された事例としては観光も含まれているが、実態や要因等を証明する

ことが困難であるためか、観光関連産業等が被る風評被害に対する保証（政府補償等）

については、特に定められていない。1 
災害復興の中小企業等への支援措置（セーフティネット保証制度）などに含まれてい

るものとも考えられるが、これは災害による直接的実害にへの支援策であり、風評によ

って長期的な打撃を被る危険性のある観光関連産業等については、風評被害についても

対象とするような検討していくことは、今後の検討課題と考えられる。 
一方、風評による観光が受ける打撃に対しては、各種キャンペーンが展開されており、

これらの取り組みを連動しながら行っていくことが重要と考えられる。 
 
 

◆観光対策 
                                                   
1 自然災害等に起因する経営の安定に支障を生じている中小企業に対しては、「セーフティネッ
ト保証制度（４号：突発的災害（自然災害等））」（中小企業信用保険法第２条第３項）がある。 
 なお、沖縄県の「テロ風評被害経営支援融資制度」では、「風評被害」が対象となっている。 
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S.K.Y.広域圏は観光地であり、不幸にも被災地となった場合には、地域の復興を促
すためにも、多くの観光客が来訪することが望まれる。 
このため、学術的な根拠に基づく災害発生の危険が遠ざかったという情報を、好

印象を与えるような方法で伝えることで風評被害の発生をゼロないし最小限に止め

るともに、公民連携による観光客誘致戦略を展開していく必要がある。 
 
＜被災地へのツアー（例示）＞ 

○ 中国人訪日団体向け新潟・東京ツアー 

～JTB、新潟県 
新潟中越地震 

○ にいがた応援フリーきっぷ 

～JR 東日本 

9.29 台風 21 号 

○ ヘドロかき出しツアー 

～四国開発フェリー㈱、清正之湯、マリンパーク新居浜、新居浜

社会福祉協議会 

 
◆保証問題 
観光産業における風評被害に対する保証問題については、要因の究明やリスクの

数値化が難しい。しかし、近年は、各種リスクヘッジ保険などが商品化されており、

既存の保険商品の組み合わせや新たな風評被害リスクヘッジ保険の検討を促すよう

な取り組みも進めていく必要がある。 
 
＜風評被害に対応した金融支援・保険の例＞ 

セーフティネット 

保証制度 

取引先の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関

の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者につい

て、県信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度 

テロ風評被害 

経営支援融資制度 

米国同時テロに関連して影響を受けたことが客観的に明らかな県

内企業が対象 

· セーフティネット保証制度対象として追認を受けた。 

ガンバローン沖縄 
テロ風評被害を受けていることが明確な企業の従業員（臨時を含

む） 

天候デリバティブ 

気温、降水量、積雪量、風速、日照時間などの気象現象を対象とし

た保険 

（例） 

· 冷夏によるビール、エアコン等の販売不振 
· 日照不足による野菜等の不作 
· 積雪によるゴルフ場のクローズ・来場者減少 
· 積雪不足によるスキー場のクローズ・来場者減少 

 
◆条例 



 72 

風評被害対策を目的として条例など定めたものは、廃棄物処理関連、原子力関連

施設などがある。いずれも農業・漁業産品を対象としたものとなっている。 
 
＜風評被害対策を目的とした条例等（例示）＞ 

直島町における風評被害対策

条例（香川県） 

○ 廃棄物処理施設関連 

○ 県は条例とあわせて、13 億円の対策基金を設置 

遺伝子組み換え（GM）作物

の栽培等による交雑等の防止

に関する条例（北海道） 

○ ＧＭ作物の危険性よりも、風評被害を防ぎ、北海道

ブランドを守るためとされる。 

六ヶ所原子燃料サイクル施設 ○ 昭和 60 年４月「原子燃料サイクル施設の立地への

協力に関する協定」 

○ 平成元 1989 年３月「風評による風評被害対策に

関する確認書」 

～「風評被害処理要網」作成、第三者機関「風評被害
認定委員会」の設置 
～サイクル施設の保守や運営に起因して、風評により
農林水産物等の価格低下による損失や営業上の損
失などの経済的損失を受けた場合、風評被害として
認定 

原子力発電所 

・四国電力㈱伊方原子力発電

所 

・東北電力㈱女川原子力発電

所 

・北海道電力㈱泊原子力発電

所 

○ 地元との間で締結した安全協定のなかに風評被害

対策 

～六ケ所原子燃料サイクル施設の場合と本質的に同
じで、発電所の運営に関連して発生した風評被害に
対して、紛争を処理するための第三者機関が設置さ
れている。なお四国電力株式会社は、補償に備えて
10億円の定期預金を積立てている。 

 
 


